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１　酪農の概要と生乳生産の動向

　米国の酪農は、飼養頭数および乳量の増加などを背景に、生産を拡大している。飼料穀物
生産量も多いことから、今後も増産余力があり、為替環境が好転すれば、輸出を大きく伸ば
す可能性がある。一方、欧州が推進している乳製品のGIによるチーズへの影響が懸念されて
いる。現政権は、二国間通商協定の進展を標榜しており、乳製品輸出拡大を模索する米国の
今後の動向が注目される。

（１）酪農・乳業の位置づけ

米国において酪農は、2015年度の農畜産

物 販 売 額 の9.5%を 占 め、 肉 用 牛（ 同

20.7%）、トウモロコシ（同12.5%）に次ぐ

一大産業である。また、国際乳食品協会

（IDFA）によれば、乳業は、関連産業を含め

ると296万を超える雇用と6282億7000万

米ドル（71兆6228億円）を産出している

とされている。

一方、貿易について見ると、米国は、単一

国としては世界最大の生乳生産国（水牛由来

の乳を除く）であるものの、国内に大きな市

場を抱えていることから、輸出量では、ニュ

ージーランドやEUより少なく、国際市場に

おいては補完的な役割を担うにとどまってき

た。しかし、近年、新興国などからの需要の

増加や国際乳製品価格の上昇などにより、輸

出市場における米国産乳製品の位置付けも変

化しつつある。

本稿では、米国の酪農・乳業および牛乳乳

製品の状況について、2017年10月に実施

した調査を踏まえて報告する。

なお、本稿中の為替レートは、１米ドル＝

114円（2017年10月 末 日TTSレ ー ト：

114.16円）を利用した。

（２）酪農家戸数および経産牛頭数

米国農務省（USDA）が2014年5月に公

表した農業センサスによると、2012年の酪

農家戸数は、前回の2007年比8.3%減の6万

4098戸、経産牛の飼養頭数は、同0.2%減

の925万2000頭となった。一方、１戸当た

り経産牛飼養頭数は同8.9%増の144頭と増

加した（表1）。飼養頭数の分布を見ると、
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カリフォルニア州、ウィスコンシン州、ニュ

ーヨーク州、ペンシルバニア州などが多い。

州別の状況を見ると、生乳生産量上位２州

では、カリフォルニア州の1戸当たりの飼養

頭数が940頭と大規模経営が中心であるの

に対し、伝統的な酪農州であるウィスコンシ

ン州では同110頭となっている。また、ア

イダホ州は、同620頭とカリフォルニア州

に次ぐ大規模経営となっている。なお、西部

酪 農 家 連 合（WUD：Western United 

Dairymen）によると、カリフォルニア州の

酪農家では、酪農よりも収益性が良いとされ

るアーモンド生産への転換が進んでいるとい

う。

USDAが大規模経営に分類している経産

牛500頭以上の酪農家は、2012年時点では、

戸数では全米の5%程度にすぎないものの、

飼養頭数では60%を占めている（図1）。大

規模経営は、コスト効率が良いだけでなく、

1頭当たりの乳量増加につながる労働力、資

本および管理においても効率が高まってお

り、規模の経済性が大規模酪農家の重要な増

加要因となっている。

USDAが公表した「Milk Production」に

よると、2016年の飼養頭数は、全米では前

年比0.2%増の932万8000頭となった。州

別には、カリフォルニア州が最多の176万

2000頭、ウィスコンシン州が127万9000

頭、ニューヨーク州が62万頭、次いでアイ

ダホ州、ペンシルバニア州、テキサス州など

が続いている。

表１　酪農家戸数および経産牛飼養頭数

資料：USDA農業センサス

戸数（戸） 飼養頭数（千頭） 1戸当たり飼養頭数（頭）

2007年 2012年 前回比
（増減率） 2007年 2012年 前回比

（増減率） 2007年 2012年 前回比
（増減率）

カリフォルニア州 2,165 1,931 ▲10.8% 1,841 1,816 ▲1.4% 850 940 10.6%
ウィスコンシン州 14,158 11,543 ▲18.5% 1,249 1,270 1.7% 88 110 24.7%
ニューヨーク州 5,683 5,427 ▲4.5% 626 611 ▲2.5% 110 113 2.1%
ペンシルバニア州 8,333 7,829 ▲6.0% 553 532 ▲3.8% 66 68 2.4%
アイダホ州 811 934 15.2% 536 579 7.9% 661 620 ▲6.3%
その他 38,740 36,434 ▲6.0% 4,460 4,445 ▲0.3% 115 122 6.0%
全米 69,890 64,098 ▲8.3% 9,267 9,252 ▲0.2% 133 144 8.9%

図１　飼養規模別戸数および頭数の分布（2012年）
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資料：USDA農業センサス
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ま た、USDAが 公 表 し て い る「Dairy 

2014」（注）によると、品種は、ホルスタイン

種が最も多い（図2）。次いで、ジャージー種、

ブラウンスイス種などが多い。なお、エアシ

ャー種やガンジー種も一部で飼養されてい

る。

（注）　 主要17州の酪農家を対象としており、戸数で全米の

76.7%、経産牛頭数で同80.3%をカバーしている。

（３）１頭当たり乳量

経産牛１頭当たり年間乳量は、遺伝的改良、

飼料の品質向上、生産性の低い乳牛の淘
とう

汰
た

お

よび非効率な経営体の廃業などにより、増加

傾向で推移しており、2016年には前年比

1.7%増の１万330キログラムとなった（図

3）。

なお、乳牛の泌乳量を増加させるために乳

量増加ホルモン剤（以下「rBST」という）

やこれに類似したホルモン剤が一部の酪農家

で使用されている。この医薬品は、使用が禁

止されている国もあるが、米国では使用が許

可されている。USDAによると、rBSTを投

与されている乳牛が、全米の飼養頭数に占め

る割合は8.8%であり、経営体の規模が大き

いほど使用割合が高くなる傾向にある。ただ

し、大規模酪農家の使用割合は、500〜

999頭規模が最も高く（21.8%）、1000頭

以上の規模では低下する（6.9%）。人間お

よび家畜への影響について懸念する声もある

ことから、rBSTなどを投与していない酪農

家は、“rBSTフリー” などといった表示を付

して市場での差別化を図っている他、生乳を

集乳する酪農協や乳業会社が独自にrBSTな

どの投与を禁止しているケースも多い。

また、1日の搾乳回数は、2回が一般的で、

USDAによると3回以上搾乳する酪農家は全

体の9.7%となっている。3回搾乳は、2回搾

乳よりも乳量が多くなる傾向が示されている

が、高い雇用労働費や機器への投資、高い飼

養管理水準が求められることから、大規模酪

農家で行われることが多く、その割合は、

100〜199頭規模で8.5%であるのに対し、

500〜999頭規模では59.7%となっている。

（４）生乳生産量

生乳生産量は、飼養頭数および1頭当たり

乳量の増加により、増加傾向で推移している

（図4）。2016年は、前年比1.8%増の9635

万9000トンとなった。

州別の生産割合は、カリフォルニア州が

図２　飼養品種の割合
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資料：USDA「Dairy 2014」

図３　経産牛１頭当たり乳量の推移
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19%、ウィスコンシン州が14%、ニューヨ

ーク州が7%、アイダホ州が7%を占めてい

る（図5）。

ミルキングパーラーは、ヘリンボーン型と

パラレル型が一般的である（表2）。ロータ

リー型は、500頭以上の大規模経営、すな

わちパーラーを絶え間なく回転させるのに十

分な乳牛を飼養する酪農家に適しているとさ

れ、酪農家の規模拡大と技術の進歩によって、

有効かつ競争力を有する状況になってきてい

る。

また、搾乳ロボットは、2000年ごろから

徐々に利用されるようになり、現在は全米で

2000基の搾乳ロボットが装備されていると

推測されている。自動搾乳へ転換する最大の

動機は、労働力の問題であり、家族以外の労

働者の雇用を減少させるためや、労働者を増

やすことなく生産性を高めるための戦略とし

て、中小規模酪農家（500頭未満）を中心

に関心が持たれてきた。搾乳ロボットの導入

に多額の初期投資が必要となる他、牛舎など

周辺施設の整備にも費用が必要となり、さら

に維持管理のための技術者の支援が不可欠で

あることが普及上の課題となっている。

（５）乳価の決定方法

ほとんどの生乳取引は、連邦生乳マーケテ

ィング・オーダー（FMMO）制度およびカ

リフォルニア州生乳マーケティング・オーダ

ー制度の下で行われている。一部では、商系

乳業会社との個別契約もある。

図４　生乳生産量の推移
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資料：USDA「Milk Production」

図５　生乳生産量の州別割合（2016年）
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資料：USDA「Milk Production」

表２　種類別パーラーの利用割合

資料：USDA「Dairy 2014」

小規模
（30 ～ 99頭）

中規模
（100 ～ 499頭）

大規模
（500頭以上） 平均

ヘリンボーン 53.9 46.6 31.8 45.7
パラレル 20.2 28.5 46.9 29.9
パラボーン 7.5 9.4 6.1 8.0
フラットバーン 8.5 5.7 5.7 6.6
タンデム 7.5 2.5 1.1 3.8
スウィング 1.2 5.0 0.4 2.8
ロータリー 0.0 0.9 7.0 2.0
その他 1.2 1.3 1.1 1.3
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FMMO制度は、オーダー地域内で取引さ

れる生乳について、用途別の最低取引乳価を

設定するとともに、生乳取扱業者に対して酪

農家へのそれら用途別乳価を加重平均した乳

価（プール乳価）での支払いを義務付けてい

る。

生乳は、用途に応じて４つのクラスに区分

されている（表3）。各クラスの最低取引乳

価は、USDAが実際の製品価格を用いた公式

に基づいて毎月算定・公表しており、クラス

Ⅰ以外は全地域とも同一価格である。クラス

Ⅰについては、郡単位に「クラスⅠ差額」が

設定されており、輸送コストなどを考慮した

調整が行われている。この最低取引乳価を念

頭に、生乳取扱業者と出荷者（酪農家または

酪農協）は、上乗せ価格（オーバー・オーダ

ー・プレミアム）の交渉・決定を行う。

生乳取扱業者は毎月、USDAがオーダー地

域ごとに配置しているオーダー管理者に、生

乳受入量および用途別生乳処理量を報告する

こととなっており、オーダー管理者は、これ

を取りまとめてプール乳価を算定している。

なお、オーバー・オーダー・プレミアムは、

プール乳価に含まれない。

図６　FMMO制度のオーダー地域

FMMO制度は、10のオーダー地域が対象

として認定されており、取引される生乳は、

全米の60%以上を占めている（図6）。なお、

カリフォルニア州の制度は、FMMO制度へ

の統合が検討されており、カリフォルニア州

の酪農家による投票でその賛否が決定される

こととなっている。

資料：USDA「Map of Federal Milk Marketing Order Areas」

表３　FMMO制度における用途区分

用途
クラスⅠ 飲用乳
クラスⅡ クリーム、アイスクリーム、ヨーグルトなど
クラスⅢ チーズ（ハードタイプ、クリームチーズ）、ホエイ
クラスⅣ バター、脱脂粉乳

資料：USDAの資料を基にALIC作成
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2017年9月の用途別仕向け割合を見ると、

全米ではクラスⅠが29%、クラスⅡが11%、

クラスⅢが47%、クラスⅣが12%であった

（図7）。オーダー地域ごとに見ると、ウィス

コンシン州やミネソタ州が含まれるアッパー

ミッドウェスト（Upper Midwest）では、

クラスⅢ向けが86%を占めており、チーズ

生産が盛んなことがわかる。一方、フロリダ

（Florida）などの南東部では、飲用乳向けの

割合が高いという特徴がある。

図７　FMMO制度における用途別仕向け割合

34

72

86

77

8

29

33

22

30

26

29

24

16

10

15

2

9

17

6

10

9

11

26

4

1

3

86

49

34

42

49

31

47

16

8

3

6

4

13

16

30

11

34

12

Northeast

Appalachian

Florida

Southeast

Upper Midwest

Central

Mideast

Pacific Northwest

Southwest

Arizona

全体

クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ クラスⅣ

資料：USDA「Federal Milk Order Marketing and Utilization Summary」
　注：地域区分については、図６を参照。

（６）乳価の推移

2014年の全米年間平均乳価は、国内外の

乳製品需要が高まったことから高値で推移

し、100ポンド当たり24.0ドル（1キログ

ラム当たり60円）の過去最高値を記録した

（ 図8）。 し か し、2014年 末 か ら 下 落 し、

2016年には同16.3（同41円）ドルとなった。

これは、米国だけでなくEUやオセアニアな

ど世界の生乳供給量が増加したことに加え、

ロシアの禁輸措置や中国の輸入需要の減少な

どが要因となっている。

図８　全米年間平均乳価の推移
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資料：USDA「Agricultural Prices」

コラム１　チーズ向け生乳生産に特化した超大規模酪農家（オレゴン州）

　今回の調査では、オレゴン州東部のボードマンで、チーズ向け生乳にほぼ特化した酪農と畑作を営むスリー

マイルキャニオン農場を訪問した。

（単位：％）
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　同農場の酪農部門は、経産牛3万4000頭（うち2000頭はオーガニック牛乳用）、未経産牛と子牛を合わ

せて3万5000頭の計6万9000頭と、全米でも有数の飼養頭数を誇る。従業員は、畑作部門を含めて200名超。

品種は、オーガニック牛乳用を除き、ほぼ全てジャージー種である。

　ジャージー種を飼養しているのは、オーガニック牛乳用を除く全量を近隣のティラムック（Tillamook）

酪農協のチーズ工場へ出荷していることによる。出荷価格は、シカゴ先物市場のクラスⅢ（チーズ/ホエイ）

の価格を参考に酪農協と協議して決定している。同酪農協が集乳する生乳の60%以上を同農場が供給して

いる。１頭1日当たり乳量は、62〜65ポンド（28.1〜29.5キログラム）で、農場全体では、1日に220〜

240万ポンド（998〜1089トン）の生乳を生産している。

　なお、オーガニック牛乳用については、ホルスタイン種主体で生産され、オレゴン州最大の都市であるポー

トランド近郊で飲用乳として販売されている。

　全頭に電子IDを装着しており、個体ごとのデータをコンピュータで管理している。発情の発見は、発情履

歴に基づく集中的な観察で行っているが、将来的には行動データから判断できるようにする予定としている。

また、繁殖は、人工授精や受精卵移植で行っており、人工授精には全て雌雄判別精液を使用している。授精は、

1発情につき1回であるが、受胎率は90％以上とのことであり、発情の発見や妊娠鑑定、凍結精液の取り扱

いなど決めごとを適切に行うことが重要としている。なお、生まれた子牛は、3カ月で離乳し、11カ月齢で

初回種付けを行っている。

コラム１–写真１　�乳牛が飼養されるフリーストール牛舎。１棟を４ブロック（１ブロックは長
さ450mで800頭収容）に分割して管理している。牛舎間には芝を植え、飼
料にするとともに、砂ぼこりが舞うことを防止している。

コラム１–図　オレゴン州および農場の位置
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　同農場は、酪農のほか、ばれいしょ、トウモロコシ、アルファルファ、小麦、たまねぎなどを生産している。

農場の近くを流れるコロンビア川を水源としてかんがい設備が整備されており、かんがい面積は3万9500

エーカー（1万5800ヘクタール）に及んでいる。

　米国では、大規模畜産農家に対して環境への配慮を求める声が大きくなっている。このため、規格外品や

圃場残さを飼料とする一方、ふん尿を堆肥化して圃場に散布したり敷料として利用するとともに、堆肥化の

過程で発生したメタンガスを発電に利用するなど、循環型農業を実践している。なお、土壌のモニタリング

を小まめに行っていることから、塩類集積などの問題は発生していない。

コラム１–写真２　�80頭収容のロータリーパ
ーラー4台とヘリンボーン
式パーラーで１日２回、
24時間搾乳している。

コラム１–写真３　�ティラムック酪農協の�
チェダーチーズ

コラム１–写真４　�プラスチック製または木
製のカーフハッチは、合
計で1万頭分以上。

コラム１–写真５　�コーンサイレージ。ナタ
ネかす等のタンパク質飼
料を除き、ほぼ全てを自
給している。

２　牛乳乳製品の需給動向

（１）乳業の概況

ア　酪農協のシェア

生乳は、酪農協か商系乳業会社のいずれか

によって、ローリーで酪農家から集められる

が、酪農協の集乳シェアが81％となってい

る（図9）。残りの19％は、商系乳業会社が

集乳するか、または、酪農家自身が加工して
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いる。なお、商系乳業会社は、酪農協が集乳

した生乳を購入する場合もある。

2012年の酪農協の品目別販売シェア（重

量ベース）は、バターで75％、脱脂粉乳で

91％、チーズで22％、乾燥ホエイ製品（タ

ンパク質濃縮ホエイなど）で43％であった。

ただし、バターや乾燥ホエイ製品には、乳業

会社が酪農協のブランドで委託生産したもの

が含まれている。

酪農協は、2007年に155組織であったが、

2012年には統廃合により132組織に減少し

た一方で、その規模は拡大しているとされる。

イ　主要乳業メーカー

日本のように多種類の乳製品を製造・販売

するメーカーはほとんどなく、特定の乳製品

に特化しているメーカーが多い。

販 売 額 で は、 ネ ス レUSA社（Nestle 

USA）が最大であり、アイスクリーム、加

糖れん乳や乳飲料などを中心に製造・販売し

ている（表４）。

第２位のディーンフーズ社（Dean Foods 

Co.）は、67工場を所有し、米国の生乳生産

量の約10％を処理している。飲用乳の製造・

販売が中心で、飲用乳が販売額のうち約

70％を占めている。また、ウォルマート向

けが販売額の約16％を占めている。

ランド・オ・レーク社（Land O’ Lakes 

Inc.）とデイリー・ファーマーズ・オブ・ア

メリカ社（DFA）は、米国最大級の酪農協

である。前者がミネソタ州に設立された酪農

協が近隣州の酪農協を吸収して規模拡大した

のに対し、後者は多数の州に存在していた酪

農協が設立したアンブレラ組織であり、州ご

とにある程度の独立性が保たれているのが特

徴である。

ランド・オ・レーク社は、2079の組合員

から130億ポンド（590万トン）の生乳を

集めている。チーズ・ホエイ工場のほか、大

規模なバター・脱脂粉乳の工場を保有してお

り、他社への委託生産分を含めると国内小売

市場においてバターブランドとしては最大の

シェアを有している。

DFAは、全米で465億ポンド（2100万ト

ン）の生乳を生産する8000を超える組合員

を擁している。前述の設立経緯から、チーズ

やバター、脱脂粉乳など多様な製品を取り扱

っている。2016年の純利益は、販売量の増

加や運営効率の向上に加え、チーズなどを製

造するDairiConcepts社を100％子会社化

したことなどにより、過去最高を記録した。

図９　酪農協の集乳シェア（2012年）

資料：USDAの資料を基にALIC作成

酪農家

酪農協 商系乳業会社 自家加工

81% 19%
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乳業工場の分布を見ると、ウィスコンシン

州（203）、ニューヨーク州（123）、カリ

フォルニア州（116）に多く、ペンシルバ

ニア州（84）、オハイオ州（69）、ニュージ

ャージー州（57）、フロリダ州（55）、ミシ

ガン州（51）と続いている（図10）。

表４　乳業上位20社の年間販売額（2015年）

資料：Dairy Foods Magazineの資料を基にALIC作成
　注：工場数は、米国内に所在するもの。

企業名 本社所在地 工場数 販売額
(百万ドル) 酪農協

1 Nestle USA カリフォルニア州 9 11,623 ─
2 Dean Foods Co. テキサス州 67 8,122 ─
3 Saputo Inc. カナダ（ケベック州） 25 7,314 ─
4 Schreiber Foods ウィスコンシン州 15 5,000 ─
5 Agropur Cooperative カナダ（ケベック州） 12 4,481 ○
6 Land O' Lakes Inc. ミネソタ州 8 4,000 ○
7 Dairy Farmers of America Inc. ミズーリ州 41 3,791 ○
8 Kroger Co. The オハイオ州 20 3,087 ─
9 Leprino Foods Co. コロラド州 9 3,000 ─

10 Grupo LaLa メキシコ（メキシコシティ） 1 2,919 ─
11 Great Lake Cheese Co. オハイオ州 9 2,800 ─
12 Prairie Farms Dairy イリノイ州 35 2,000 ○
13 Kraft Foods Cheese & Dairy Division ペンシルバニア州、イリノイ州 10 2,795 ─
14 WhiteWave Foods コロラド州 7 2,768 ─
15 Danone North America ニューヨーク州 4 2,100 ─
16 Parmalat North America カナダ（オンタリオ州） 3 2,613 ─
17 California Dairies Inc. カリフォルニア州 6 2,528 ○
18 Post Holdings ミネソタ州 1 2,306 ─
19 Glanbia Foods Inc. アイダホ州 5 2,143 ─
20 Darigold Inc. ワシントン州 11 2,100 ○

図10　乳業工場の分布（2014年）

資料：Dairy Foods Magazine
　注：飲用乳のみを製造する工場は含まれていない。
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（２）品目別需給

ア　飲用乳

飲用乳の販売量は、2011年以降、減少傾

向 で 推 移 し て お り、2016年 は、 前 年 比

0.7％減の2254万3000トンとなった（図

11）。飲用乳の1人当たり消費量は、豆乳や

アーモンド乳といった植物性飲料との競合な

どにより、減少傾向で推移している。

種類別に見ると、2014年以降、全脂牛乳

の消費量が増加に転じた。これは、乳脂肪の

健康に対する見方が見直されたことやできる

だけ手を加えない形で消費しようという動き

がみられるようになったためである。

イ　バター

2016年の生産量は、前年比0.6％減の 83

万4000トンとなった（表５）。チーズ需要

の増加により、生乳のバター・脱脂粉乳への

仕向け量が減少し、2014年以降緩やかな減

少傾向で推移している。生乳は最初にクラス

Ⅰの飲用乳に仕向けられた後、クラスⅡ以下

へと順次仕向けられる。長期保存が可能なバ

ターは、生乳需給の調整弁としての役割も担

っている。なお、生産量が最も多いのはカリ

フォルニア州で、全米の3割を占める。

消費量は、マーガリンからバターへ需要が

移行していることなどから増加傾向にあり、

2016年は同2.4％増の83万8000トンとな

った。また、卸売価格は、需要の増加を受け

て、2014年以降、100ポンド当たり200ド

ル（1キログラム当たり503円）を上回って

推移している。

国内市場が大きいことに加え、ニュージー

ランドなどの輸出競合国に比べて価格が高い

傾向にあることから、輸出量は大きなもので

はない。特に、2015年以降、ドル高傾向で

推移したことで海外市場で割高となったこと

に よ り、 さ ら に 少 量 に と ど ま っ て い る。

2016年の上位輸出相手国は、メキシコ（輸

出量全体の38.2％）、カナダ（同36.5％）、

サウジアラビア（同7.5％）である。

図11　飲用乳の販売数量の推移
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資料：USDA「Dairy Data」
　注： その他には、フレーバーミルクやバターミルク、エッグ

ノッグを含む。

表５　バターの需給の推移

資料：USDA「Dairy Data」

単位 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 前年比
（増減率）

生産量 821 843 845 842 839 834 ▲0.6%
輸入量 5 7 5 11 19 24 28.3%
消費量 千トン 762 786 788 797 818 838 2.4%
輸出量 52 43 81 59 17 16 ▲7.4%
期末在庫量 48 69 51 48 70 75 7.1%
1人当たり消費量 キログラム 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 1.7%
卸売価格 セント/ポンド 196.2 160.3 155.6 216.4 208.9 208.2 ▲0.4%
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ウ　脱脂粉乳

国際規格に適合した脱脂粉乳（SMP）と

タンパク質含量が国際規格に準拠していない

無脂粉乳（NFDM）が製造されており、統

計上の仕分けがなされていない。両者を合わ

せた生産量は、メキシコなどからの需要の増

加により、おおむね増加傾向で推移しており、

2016年は前年比1.9％増の104万9000ト

ンとなった（表６）。

輸出量は、生産量のおよそ半分を占めてき

たが、近年はメキシコやアジアなどからの堅

調な需要により、国内消費を上回って推移し

て お り、2016年 は、 同6.3 ％ 増 の59万

3000トンとなった。最大の輸出先がメキシ

コ（全体の46.0％）であり、これにフィリ

ピ ン（ 同13.8 ％）、 イ ン ド ネ シ ア（ 同

9.1％）、ベトナム（同4.7％）、マレーシア（同

4.3％）など東南アジア諸国が続く。

表６　脱脂粉乳（NFDMを含む）の需給の推移

資料：USDA「Dairy Data」

単位 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 前年比
（増減率）

生産量 882 973 956 1,047 1,029 1,049 1.9%
輸入量 0 2 1 2 1 1 ▲18.4%
消費量 千トン 438 523 424 457 488 447 ▲8.3%
輸出量 435 444 555 545 558 593 6.3%
期末在庫量 75 83 61 109 93 102 10.3%
1人当たり消費量 キログラム 1.4 1.6 1.3 1.4 1.5 1.4 ▲8.4%
卸売価格 セント/ポンド 151.7 134.7 170.3 171.5 90.9 83.4 ▲8.2%

エ　チーズ

2016年の生産量について見ると、アメリ

カンタイプ（注） は前年比1.3％増の215万

7000トン、アメリカンタイプ以外のタイプ

（以下「その他のタイプ」という）は同

3.7％増の335万7000トンとなり、いずれ

も国内外からの需要の増加に伴って増加傾向

で推移している（表７）。なお、アメリカン

タイプの生産は、ウィスコンシン州で最も盛

んで全米の２割を占める。その他のタイプは、

カリフォルニア州とウィスコンシン州が、そ

れぞれ全体の2割を生産している。

消費量は、種類の多様化、外食産業の成長

な ど に よ り、 増 加 傾 向 で 推 移 し て い る。

2016年の1人当たり消費量は、前年比3.1％

増の16.5キログラムとなったが、特に、モ

ッツァレラチーズは、ピザの消費増加ととも

に年々増加しており、同4.0％増の5.3キロ

グラムとなった。

輸出量は、アメリカンタイプおよびその他

のタイプともに2014年をピークに減少傾向

で推移している。この要因として、2014年

8月以降ロシアが禁輸措置を講じたことに加

え、特に2016年は主要通貨に対して米ドル

高で推移したことによりアジア市場を中心に

競争力が減退したことが挙げられる。主要輸

出先国は、メキシコ、韓国、日本、豪州、カ

ナダなどである。

（注）　 アメリカンタイプは、チェダー、コルビー、モントレー・

ジャックを含む。
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オ　ホエイ類

ホエイ類の生産量は、機能性食品への需要

が堅調であることから、65万トン前後で推

移している（表８）。消費量は、乾燥ホエイ

が減少傾向である一方、スポーツ飲料などに

利用されるタンパク質濃縮ホエイ（WPC）

は増加傾向で推移しており、特にタンパク質

含有率の高いものへの需要が高い。消費量は、

2015年に安値となったことから急増した

が、2016年 は、 そ の 反 動 か ら、 前 年 比

13.9％減の34万8000トンとなった。

輸出量は、経済発展に伴うアジア圏からの

需要により、1995年以降増加傾向で推移し

てきた。2015年は、EU産が増産に伴い安

値となったことから減少した。2016年は、

その反動から、同19.9％増の34万トンと大

幅に増加した。

表７　チーズの需給の推移

資料：USDA「Dairy Data」

単位 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 前年比
（増減率）

アメリカンタイプ
生産量 1,917 1,975 2,005 2,081 2,129 2,157 1.3%
輸入量 6 11 7 11 17 18 6.8%
消費量 千トン 1,859 1,902 1,929 1,988 2,056 2,113 2.8%
輸出量 73 74 91 101 58 52 ▲10.6%
期末在庫量 277 288 280 285 318 329 3.6%
1人当たり消費量 キログラム 5.9 6.0 6.1 6.2 6.4 6.5 2.0%
卸売価格（チェダー）セント/ポンド 180.6 169.8 176.4 240.4 191.1 187.4 ▲2.0%

その他のタイプ
生産量 2,889 2,962 3,031 3,141 3,237 3,357 3.7%
輸入量 103 110 106 116 139 146 4.9%
消費量 千トン 2,856 2,884 2,909 2,990 3,093 3,256 5.3%
輸出量 152 186 225 268 259 235 ▲9.3%
期末在庫量 173 176 177 177 202 214 6.0%
1人当たり消費量 キログラム 9.1 9.1 9.1 9.3 9.6 10.0 4.6%
卸売価格（モッツァレラ） セント/ポンド 251.2 255.2 252.2 278.3 226.4 221.9 ▲2.0%

表８　ホエイ類（乾燥ホエイおよびWPC）の需給の推移

資料：USDA「Dairy Data」

単位 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 前年比
（増減率）

生産量 654 662 658 639 667 645 ▲3.2%
輸入量 8 13 15 27 27 33 21.7%
消費量 千トン 304 326 321 328 404 348 ▲13.9%
輸出量 356 338 352 330 283 340 19.9%
期末在庫量 40 50 51 59 66 57 ▲13.5%
1人当たり消費量 キログラム 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2 1.1 ▲14.6%
卸売価格（WPC34） セント/ポンド 142.6 130.6 137.0 158.2 81.4 69.6 ▲14.5%
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コラム２　乳製品代替品の台頭

　牛乳および乳製品は、乳糖不耐症や健康志向などによって、乳糖フリーの製品やアーモンド、大豆などの

植物由来の代替製品（以下「乳代替品」という）との競争にさらされている。

1　市場規模

　調査会社によると、世界の乳代替品の販売額は、2015年に137億米ドル（１兆5618億円）となった。北米は、

これらの製品において世界でも大きな市場の一つであり、全世界の30%を占めているとされる。主な乳代

替品には、アーモンドミルクや豆乳のほか、カシュ―ミルク、ココナッツミルク、麻ミルクがある。米国では、

アーモンドミルクなどの消費増によって飲用乳のシェアが低下傾向で推移している（コラム2–表）。

2　“乳”表示の法律上の問題と規制

　連邦規則では、「乳（ミルク）」を「1頭以上の健康な乳牛」を搾乳することで得られた「乳分泌物」と定

義しているものの、現状ではこれに違反しても取り締まりの対象とはなっていない。

　酪農業界は、「乳（ミルク）」と表示された代替品は、乳牛と同等の栄養成分を得られるとの誤解を与える

ことから、植物由来の製品に乳関連用語を使わせるべきではないと主張して、規則に定められたとおりの表

示規制を行うよう食品医薬品局（FDA）に求めている。

3　今後の見通し

　乳代替品は今後、乳製品の市場シェアを奪って成長し続けるとみられている。乳糖不耐症の割合が高いと

されるヒスパニック系とアジア系の人口の伸びが乳代替品市場の成長に影響するとの見方もある。

　乳代替品のトップブランドとしては、Blue�Diamond�Growers、Native�Forest、Earth’s�Own�Food�

Company、Living�Harvest�Foods�Inc.などがある。一方で、2016年にダノン社が、アーモンドミルクの

ブランド『Silk』を保有するホワイトウェーブ社（White�Wave）を買収するなど、大手乳業会社が非酪農

企業を吸収・合併することで乳代替品分野に参入する動きがある。

コラム２–表　米国における飲用乳と乳代替品のマーケットシェア

2013年 2014年 2015年
乳牛由来の乳 94.33 92.70 92.37
アーモンドミルク 3.42 4.90 5.12
豆乳 1.82 1.69 1.38
その他の植物由来のミルク 0.43 0.71 1.14

資料：USDA「Livestock, Dairy and Poultry Outlook Sept. 18, 2017」

（単位：％）

コラム２–写真　量販店で販売される乳代替品
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（３）需給に影響を及ぼす政策や制度

酪 農 関 連 の 政 策 と し て は、 前 述 し た

FMMOのほか、生乳マージン保護プログラ

ム（MPP）と乳製品寄付プログラム（DPDP）

がある。MPPは、乳価と飼料価格の差を酪

農家の収益（マージン）の物差しとして捉え、

一定水準を保障することによって、再生産を

確保することを目的としており、セーフティ

ネットとしての役割を担っている。一方、

DPDPは、USDAの乳製品買い上げにより、

乳価を間接的に支持することを目的としてい

る。買い上げられた乳製品は、低所得者支援

などの政府プログラムで使用することとなっ

ている。

また、牛乳・乳製品の消費拡大を目的とし

た酪農チェックオフ制度がある。この制度は、

酪農生産安定法などに基づくもので、酪農家

から生乳100ポンド当たり15セント、輸入

業者から同（生乳換算）7.5セントの賦課金

を徴収し、さまざまな事業の原資としている。

事業は、デイリー・マーケティング・インク

（DMI）が中心となって実施する全国レベル

の統合マーケティングプランと各地域団体が

実施する地域特別プログラムの２つに大別さ

れる。統合マーケティングプランでは、特定

のブランドや地域ではなく、米国全体の消費

拡大につながる消費者の栄養教育や理解醸

成、調査研究の推進などが行われる。

さらに、飲用乳販売促進法に基づき、月

300万ポンド以上の飲用乳を製造・販売す

る業者から飲用乳100ポンド当たり20セン

トを徴収する飲用乳チェックオフ制度も存在

する。この資金は、牛乳の消費拡大を目的と

した生乳加工者教育プログラム（MilkPEP）

に利用され、タンパク質などの栄養面に力点

を置いた “Milk Life” などのキャンペーンが

行われている。

他方、業界の取り組みとしては、全国生乳

生産者連合会（NMPF）が運営している酪農

協共同基金（CWT： Cooperatives Working 

Together）がある。CWTは、輸出により海

外市場を開拓しようとする会員酪農協を支援

するため、会員酪農協から生乳100ポンド

当たり2セントの拠出金を徴収し、チーズ、

バター、全粉乳を対象に補助金を交付してい

る。なお、CWTは、生乳が生産過剰になっ

た際に、乳牛の淘汰に対しても補助を行って

いたが、2010年のNMPF年次会合において、

実績が低迷してきたことや輸出補助が強く支

持されていることなどを理由に淘汰への補助

を打ち切る方針が示され、現在は専ら輸出向

けの補助金として活用されている。

３　今後の見通し

（１）USDAによる長期需給予測

USDAが公表している長期需給予測によ

ると、経産牛飼養頭数は、国内外からの乳製

品需要の高まりにより生乳価格が高値で推移

するとともに、飼料コストが安値で推移する

こ と か ら、 酪 農 家 の 増 頭 意 欲 が 高 ま り、

2022年まで増加傾向で推移すると見込まれ

ている（表９）。１頭当たり乳量は、飼料コ

スト安、技術の進歩、遺伝的改良などにより、

2026年まで増加傾向と見込まれている。こ

れらの結果、生乳生産量も増加傾向で推移し、

2026年には2017年比で19.8％増の１億

1734万トンと見込まれている。



畜 産 の 情 報 　 2017. 1220

また、消費量は、人口の増加を上回るペー

スでの増加が見込まれている。品目別に見る

と、チーズは、調理済み食品や外食需要の増

加により、バターは、消費者の乳脂肪に対す

る意識の変化により、いずれも増加が見込ま

れている。なお、飲用乳については、引き続

き減少傾向での推移が見込まれている。

輸出量についても、脱脂粉乳やホエイなど

を 中 心 に 増 加 傾 向 と さ れ、2026年 に は

2017年比で42.7%増の576万1000トンに

なると見込まれている。

（２）輸出見込みと戦略

米国産乳製品の輸出促進を担う米国乳製品

輸出協議会（USDEC）は、アジアにおける

中間層の拡大により、世界全体での乳製品貿

易量が今後3年間で、粉乳および乾燥ホエイ

で100万トン以上、WPC、乳糖およびラク

トフェリンなどで10万トン以上増加する見

込みであることから、今後の米国からの輸出

機会の増加要因になるとしている。また、世

界のチーズの貿易量も、フードサービスおよ

び小売段階での需要の増加により、2021年

までに50万トン以上増加するとしており、

十分な生乳生産量が見込まれる米国にとっ

て、市場シェアを獲得する良い機会であると

している。

一方、米国産乳製品の輸出に影響を及ぼす

懸念事項としては、地理的表示保護制度（GI）

とカナダの原料乳製品国家戦略がある。EU

が推進しているGIによって、米国のチーズ

製造業者は、パルメザンなどの名称を使用で

きなくなる可能性がある。これにより、EU

産に需要が移行し、米国の乳製品業界に深刻

な影響を与えることが懸念されている。また、

2017年2月に施行されたカナダの原料乳製

品国家戦略では、カナダ産乳製品を国際価格

に近づけるため、生乳取引に原料乳製品製造

用の新たなクラス（乳価）が設定された。カ

ナダのチーズ、ヨーグルトなどの製造業者は、

製造コスト削減のために米国から脱脂濃縮乳

などを無税で輸入してきたが、安価な乳価が

新設されたことにより、カナダ産生乳の使用

量が増えるため、カナダ向け輸出量が減少す

るなどの影響が出ているとされている。

こ う し た 状 況 を 踏 ま え、USDECは、

2018〜2020年の輸出戦略として “Next 

表９　生乳および乳製品の長期需給予測

資料：USDA「Agricultural Projections」
注１：生乳生産量は、自家消費分を除く。
　２：生乳換算。

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2017年比
（増減率）

経産牛飼養頭数 千頭 9,370 9,400 9,425 9,440 9,450 9,455 9,450 9,445 9,430 9,415 0.5%

１頭当たり乳量 キログラム 10,326 10,505 10,716 10,945 11,192 11,383 11,598 11,823 12,081 12,276 18.9%

期首在庫量 千トン 6,078 5,806 5,806 5,987 6,169 6,305 6,486 6,668 6,849 7,031 15.7%

生乳生産量 千トン 97,975 100,289 102,693 105,188 107,093 109,224 111,266 113,670 115,303 117,344 19.8%

輸入量 千トン 3,220 3,084 2,948 2,767 2,585 2,404 2,223 2,041 1,905 1,724 ▲46.5%

総供給量 千トン 107,229 109,179 111,447 113,942 115,847 117,933 119,975 122,379 124,057 126,098 17.6%

消費量 千トン 97,386 99,064 100,969 103,056 104,643 106,321 108,045 109,996 111,402 113,171 16.2%

輸出量 千トン 4,037 4,309 4,491 4,717 4,899 5,126 5,262 5,534 5,625 5,761 42.7%

期末在庫量 千トン 5,806 5,806 5,987 6,169 6,305 6,486 6,668 6,849 7,031 7,167 23.4%

生乳価格 米ドル/キログラム 0.37 0.39 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 17.3%
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5%” 計画を公表した。これは、米国の生乳

生産量に占める輸出割合を現在の15%から

今後３年間で５%増やして20%にしようと

いうものである。この計画では、特に若い世

代をターゲットとした牛乳・乳製品の栄養面

を訴求した販売促進、EUによるGI推進など

の非関税障壁やカナダによる米国産乳製品の

貿易障害への対抗などにより市場アクセスの

改善に取り組んでいくとしている。また、引

き続き重要な輸出先であるメキシコとの貿易

の維持についても重要視している。

４　おわりに

米国の酪農は、飼養頭数および1頭当たり

乳量の増加などを背景に、生産量を増加させ

てきた。現地では、米国は、農地として利用

可能な土地が多く、環境規制が緩やかである

点で、ニュージーランドやEUなどの輸出競

合国よりも生産拡大の面で有利な状況にある

との意見が聞かれた。トウモロコシなどの飼

料穀物生産量も多いことから、今後も増産余

力があり、為替環境が好転すれば、輸出を大

きく伸ばす可能性を有している。

今後、十分な供給力が見込まれる一方、

EUがカナダ、メキシコおよび日本などとの

通商協定を締結し、GIで包囲網を構築しよ

うとしている。このため、米国としては最大

の輸出品目であり、今後目指している乳製品

の付加価値化の目玉でもあるチーズへの影響

を懸念した関係者の焦燥感が感じられた。ト

ランプ現政権は、二国間通商協定の進展を標

榜しており、この機会を利用して乳製品の輸

出拡大を模索する米国の今後の動向を注目す

る必要があると考えられる。


